
令和７年４月１日現在 

 
板橋区医師会医療機関一覧（耳鼻咽喉科医） 

 
     

※所在地の 50 音順に並べてあります。 

№ 医療機関名  所在地 電話番号 

1 赤塚耳鼻咽喉科 あ 赤塚 2-1-2 3939-0168 

2 板橋中央総合病院  小豆沢 2-12-7 3967-1181 

3 かのう耳鼻咽喉科クリニック  板橋 1-53-10 2F 6905-3387 

4 おおの耳鼻咽喉科クリニック  板橋 2-66-16 2F 5375-8733 

5 おおやま耳鼻咽喉科・アレルギー科  大山町 9-6 3F 3972-3387 

6 東京都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ さ 栄町 35-2 3964-1141 

７ 誠志会病院  坂下 1-40-2 3968-2621 

8 高島平中央総合病院 た 高島平 1-73-1 3936-7451 

9 西台耳鼻咽喉科医院  高島平 1-81-12 2F 3937-1187 

10 鈴木耳鼻咽喉科  高島平 2-32-2-108   3934-9002 

11 板橋区医師会病院  高島平 3-12-6 3975-8151 

12 クリニック高島平  高島平 8-17-8-102 5920-3341 

13 中川医院耳鼻咽喉科  常盤台 1-12-1 3558-6332 

14 ときわ台みみはなのどクリニック  常盤台 2-5-20 2F 6454-5604 

15 上板橋病院  常盤台 4-36-9 3933-7191 

16 耳鼻咽喉科 萩原医院  徳丸 3-1-20 1F   3934-3387 

17 耳鼻咽喉科いいだクリニック な 中板橋 20-5 2F 6905-1133 

18 サンシティ耳鼻咽喉科  中台 3-27-7 2F  5922-4187 

19 耳鼻咽喉科大山中丸クリニック  中丸町 51-10 1F 3958-3387 

20 耳鼻咽喉科いとうクリニック  成増 2-26-18 5968-8733 

21 なります耳鼻咽喉科  成増 3-9-9 3979-4187 

22 花島医院  成増 3-51-21 3930-5855 

23 大竹耳鼻咽喉科 は 蓮沼町 20-11  3969-4733 

24 りきたけ耳鼻咽喉科  蓮根 2-25-17 3966-3387 

25 舟渡病院  舟渡 2-19-12 3968-8851 

26 花岡耳鼻咽喉科医院 ま 前野町 6-27-6 5392-1086 

27 南ときわ台耳鼻咽喉科  南常盤台 2-14-11 3956-3371 

28 望月クリニック や 大和町 41-5 5375-0399 

29 よつば耳鼻咽喉科  四葉 2-1-10-102 5967-3387 

 

 

 

 



 

耳鼻咽喉科医受診後、「補聴器購入アフターケア証明書」から始めて 

「聞こえる」になるまで 
 
 耳鼻咽喉科医を受診し、区に申請した後に送付される「補聴器購入アフターケア証明書」を 

持参し、販売店へ。 
 

＜販売店でのご相談＞ 
   ・どんな音が聞こえないか、どんなことが不便か、状況を伝え相談 

    ・改善できる範囲、補聴器の使い方、性能、金額等の説明を受ける 

    ・板橋区の「補聴器購入アフターケア証明書」内容を確認してもらう。 

＜聴力の測定＞ 
 
       あなたに合った補聴器を選定するために、どの程度の音が聞こえるか、 

ことばを聞き取れるかを測定 

 

 ＜補聴器の選定＞ 
        

聴力測定の結果から、あなたの聴力や目的に合った補聴器を選定 

 ＜補聴器の調整＞    
 

聴力に合わせて音の大きさや質など、初段階の調整 

＜お試し＞ 
       調整された補聴器で、テレビの音、会話、生活音など、また、静かな場所、 

賑やかな場所でどう聞こえるか試聴  

※一定期間、貸し出し（有料または無料）する販売店もあります。 

 

 ＜購 入＞  
 
      ・納得できたら購入。一人ひとりに合わせて再調整や加工 

・領収書の但し書きに、メーカーと型番の記載があるか確認 

※段階を踏んだ調整費用は、一般的に購入費に含まれています。また、補聴器は管理医療機 

器のため、消費税はかかりません。 

＜請 求＞    

 

       助成金請求書、領収書、アフターケア証明書の 3点を区役所へ提出 

＜使用に慣れるための段階を踏んだトレーニングと調整の継続＞ 

      「聞こえる」に近づけるため、アフターケア証明書に沿った初段階の調整から、 

販売店とあなたが一緒に段階を踏んで必要に応じ調整を継続してください。 

！申請書提出後に送付される交付決定通知書に記載された「決定日」前に

購入すると助成は受けられませんのでご注意ください。 

！助成金の請求期限は、交付決定通知書に記載された「決定日」から 1 年

です。請求がない場合は、交付決定を辞退したものとみなします。 


